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一、被支配外国法人所得課税制度(CFC課税制度)に合わせた改正

二、国際財務報告基準(IFRS)、国際会計基準(IAS)及び企業会計準

則 (EAS)に合わせた改正

三、関連法令及び財政部解釈通達に合わせた関連規定の改正

この中には高速鉄道を利用した日帰り出張における乗車券等の

証明書類添付要件の緩和が含まれます。

四、憲法裁判所の2021年憲法判字第5号判決の要旨に合わせた第

111条の2の規定の改正、本法第39条第1項の税務機関が査定す

る各期の欠損の範囲の明文化

一、従業員食事手当免税限度

額のNT$2,400から

NT$3,000への引上げ（JP 

News 202309を参照）

二、前10年の各期の欠損控除

額から控除すべき及び控

除不要の各種所得の明確

化

営利事業所得税監査準則の改正 ─ 改正内容
と草案との相違について

財政部が2023年5月12日に予告した《営利事業所得税監査準則》の一部改正草案（JP News 202307を

参照）が、2023年12月11日に正式に公布されました。改正項目は以下の通りです。

草案通りの内容
草案に含まれていなかった改
正内容
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